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「川崎市建築基準条例の一部を改正する条例」及び 

「川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例の一部を改正する条例」 

改正概要 

１ 改正の概要 

合理的かつ実効性の高い建築基準制度を構築するため、木造建築関連基準の見直し、構造計算

適合性判定制度の見直し、容積率制限の合理化等の所要の措置を講ずるとして、建築基準法が改

正された。（公布：平成２６年６月４日、施行：平成２７年６月１日） 

これに伴い、川崎市建築基準条例（以下「建築基準条例」という。）及び川崎市斜面地建築物

の建築の制限等に関する条例（以下「斜面地条例」という。）について、地下室の容積率緩和に

関する制限のほか所要の見直しを行うもの。 

２ 改正の内容 

（１）地下室の容積率緩和に関する制限の改正 

ア 改正する条例  建築基準条例、斜面地条例

イ 法改正の概要（容積率の合理化（法第５２条関係）） 

≪現行制度≫ 

≪改正後≫ 

ウ 条例改正の内容 

高齢者等の増加に対応した良質な老人ホーム等の供給を促進するため、住宅と同様に、
高齢者等の入所・入居の用に供する老人ホーム等(※)についても、地下室の容積率特例の
対象とする。（平成２７年６月１日施行） 

建築物の地階で住宅の用途に供する部
分については、当該建築物の住宅の用途に
供する部分の床面積の合計の３分の１を
限度として、容積率に算入しない 。 
（平成６年法改正） 

※ 老人ホーム等（老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの） 

⇒ 老人福祉法に基づく有料老人ホーム、特別養護老人ホーム等の高齢者等の入所・入居の用に供する施設等 

容積率・高さ算定

→盛土前の地盤面

隣地から４ｍの 

緩衝空地を確保 

斜面地条例（現行）の制限 建築基準条例（現行）の制限 

対象： 共同住宅又は長屋 

    敷地面積 500 ㎡以上、盛土・地階有 

対象： 共同住宅又は長屋 

    住居系用途地域・市街化調整区域 

法で容積率緩和が

可能な範囲

条例で容積率緩和

が可能な範囲

条例の規制により規模縮小

条例で

規制強化

斜面地における老人ホーム等の地下室の容積率緩和使用を適正に抑制し、周辺の住環

境との調和を図るため、『老人ホーム等』を制限の対象に追加

議案第１０１、１０２号 

住宅 ８０㎡

住宅 ８０㎡

＜現行制度のイメージ＞ 

住宅 ８０㎡

住宅 ８０㎡

住宅 ８０㎡

※ 敷地面積 160 ㎡、建築面積 80㎡、容積率 100%を想定 

3ｍ
3ｍ
3ｍ
3ｍ
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エ 施行期日 

    平成２７年９月１日から施行 

（２）その他 所要の見直し 

ア 改正する条例  建築基準条例

イ 条例改正の内容 

■認定こども園法（建築基準法施行令第１９条 他 関係） 

 「幼保連携型認定こども園」に対する「児童福祉施設等」に係る規定の適用関係が整理

されたことに伴い、条例においても規定の適用の整理を行う。 

改正条文 新 旧 

第 10 条 
児童福祉施設等（幼保連携型認定こども園を含

む。以下同じ。） 

児童福祉施設等 

第 19 条 他 幼稚園又は幼保連携型認定こども園 幼稚園 

■木造建築関連基準の見直し（建築基準法第２７条関係） 

  劇場、病院、学校等の特殊建築物について、新たに耐火建築物又は準耐火建築物と同等

とされる基準の建築物が規定されたことに伴い、条例においても当該建築物を追加する。 

改正条文 新 旧 

第 10 条 他 
耐火建築物、準耐火建築物及び法第２７条第１

項の規定に適合する特殊建築物を除く。 

耐火建築物及び準耐火建築物を

除く。 

第 21 条 他 

耐火建築物又は法第２７条第１項の規定に適

合する特殊建築物（令第１１０条第２号に掲げ

る基準に適合するものに限る。） 

耐火建築物 

■１時間準耐火基準（建築基準法施行令第１１５条の２の２関係） 

  耐火建築物とすることを要しない技術的基準等（令第 115 条の２の２）が削除され、新

たに１時間準耐火基準として規定されることになったことに伴い、所要の整備を行う。 

改正条文 新 旧 

第 23 条 他 
１時間準耐火基準 第１１５条の２の２第１項第１

号に掲げる基準 

■特殊の構造方法又は建築材料（建築基準法第３８条関係） 

  国土交通大臣が、特殊の構造方法等について認める場合は、法の一部の規定について適

用しないとされたことに伴い、条例についても一部の規定を適用除外とする。 

改正条文 新 旧 

第 61 条の 4 
「特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築

物に対する制限の緩和」の規定を追加 

（新設） 

■罰則（建築基準法第９８条その他関係） 

設計者及び工事施工者に加え、「設計図書に記載された認定建築材料等を異なるものを

引き渡した者」が追加されたことに伴い、条例の罰則についても整合を図る。 

改正条文 新 旧 

第 65 条 
「建築材料又は建築物の部分を引き渡した者」

を追加 

設計者、工事施行者 

ウ 施行期日 

    公布の日から施行。ただし、罰則については平成２７年９月１日から施行 
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川崎市建築基準条例の一部を改正する条例 

新旧対照表 

 改正後 改正前 

○川崎市建築基準条例 ○川崎市建築基準条例 

昭和35年９月９日条例第20号 昭和35年９月９日条例第20号 

（地盤面等） （地盤面等） 

第６条の２ 法第52条第５項の規定により定める適用

区域は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居

専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高

層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、

準住居地域及び用途地域の指定のない区域とする。 

第６条の２ 法第52条第５項の規定により定める適用

区域は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居

専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高

層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、

準住居地域及び用途地域の指定のない区域とする。 

２ 法第52条第５項の規定により定める地盤面は、建

築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにお

ける水平面をいい、その接する位置の高低差が３メ

ートルを超える場合においては、その接する位置の

うち最も低い位置からの高さ３メートル以内の平

均の高さにおける水平面とする。 

２ 法第52条第５項の規定により定める地盤面は、建

築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにお

ける水平面をいい、その接する位置の高低差が３メ

ートルを超える場合においては、その接する位置の

うち最も低い位置からの高さ３メートル以内の平

均の高さにおける水平面とする。 

３ 前項の規定は、共同住宅、長屋又は老人ホーム、

福祉ホームその他これらに類するものの用途に供

する建築物に適用する。 

３ 前項の規定は、共同住宅又は長屋の用途に供する

建築物に適用する。 

４ 建築物が第１項の適用区域の内外にわたる場合に

おいては、その全部が同項の適用区域内にあるもの

とみなして、前２項の規定を適用する。 

４ 建築物が第１項の適用区域の内外にわたる場合に

おいては、その全部が同項の適用区域内にあるもの

とみなして、前２項の規定を適用する。 

５ 住戸及び住室の増加を伴わない増築をする場合

で、市長が周辺の住環境を害するおそれがないと認

めて許可したときは、第２項及び第３項の規定は、

適用しない。 

５ 住戸及び住室の増加を伴わない増築をする場合

で、市長が周辺の住環境を害するおそれがないと認

めて許可したときは、第２項及び第３項の規定は、

適用しない。 

第４章 特殊建築物 第４章 特殊建築物 

第１節 通則 第１節 通則 

（建築物の敷地と道路との関係） （建築物の敷地と道路との関係） 

第８条 学校、体育館、病院、診療所（患者の入院施

設があるものに限る。以下この節、次節及び第５節

において同じ。）、物品販売業を営む店舗、マーケ

ット、公衆浴場、ホテル、旅館、簡易宿所、キャバ

レー、カフェー、ナイトクラブ、バー、共同住宅、

寄宿舎、下宿、長屋又は児童福祉施設等（令第19条

第１項に規定する児童福祉施設等をいう。以下同

じ。）の用途に供する建築物で、その用途に供する

部分の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物

がある場合においては、その用途に供する部分の床

面積の合計をいう。）が200平方メートルを超える

第８条 学校、体育館、病院、診療所（患者の入院施

設があるものに限る。以下この節、次節及び第５節

において同じ。）、物品販売業を営む店舗、マーケ

ット、公衆浴場、ホテル、旅館、簡易宿所、キャバ

レー、カフェー、ナイトクラブ、バー、共同住宅、

寄宿舎、下宿、長屋又は児童福祉施設等（令第19条

第１項に規定する児童福祉施設等をいう。以下同

じ。）の用途に供する建築物で、その用途に供する

部分の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物

がある場合においては、その用途に供する部分の床

面積の合計をいう。）が200平方メートルを超える

参考資料１
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 改正後 改正前 

ものの敷地は、道路に次の表に掲げる数値以上接し

なければならない。ただし、建築物の敷地の周囲に

広い空地があり、その他これと同様の状況にある場

合で、市長が安全上支障がないと認めて許可したと

きは、この限りでない。 

ものの敷地は、道路に次の表に掲げる数値以上接し

なければならない。ただし、建築物の敷地の周囲に

広い空地があり、その他これと同様の状況にある場

合で、市長が安全上支障がないと認めて許可したと

きは、この限りでない。 

 その用途に供する部分の床面積

の合計 

敷地が道路に

接する長さ 

 その用途に供する部分の床面積

の合計 

敷地が道路に

接する長さ 

 200平方メートルを超え、300平

方メートル以内のもの 

３メートル  200平方メートルを超え、300平

方メートル以内のもの 

３メートル 

 300平方メートルを超え、600平

方メートル以内のもの 

４メートル  300平方メートルを超え、600平

方メートル以内のもの 

４メートル 

 600平方メートルを超え、1,000

平方メートル以内のもの 

５メートル  600平方メートルを超え、1,000

平方メートル以内のもの 

５メートル 

（敷地内の通路） 

第９条 避難階以外の階を学校、体育館、病院、診療

所、公衆浴場、ホテル、旅館、簡易宿所又は児童福

祉施設等の用途に供する建築物の敷地内には、その

用途に供する部分より地上に通ずる屋外階段から、

道路又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員1.5

メートル以上の通路を設けなければならない。 

（敷地内の通路） 

第９条 避難階以外の階を学校、体育館、病院、診療

所、公衆浴場、ホテル、旅館、簡易宿所又は児童福

祉施設等の用途に供する建築物の敷地内には、その

用途に供する部分より地上に通ずる屋外階段から、

道路又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員1.5

メートル以上の通路を設けなければならない。 

（火を使用する場所の制限） （火を使用する場所の制限） 

第10条 病院、診療所、マーケット、待合、料理店、

飲食店、ホテル、旅館、簡易宿所、共同住宅、寄宿

舎、下宿、長屋又は児童福祉施設等（幼保連携型認

定こども園を含む。以下同じ。）の用途に供する木

造建築物等（法第23条に規定する木造建築物等をい

う。以下同じ。）（耐火建築物、準耐火建築物及び

法第２７条第１項の規定に適合する特殊建築物を除

く。）にあっては、火を使用する炊事場、火たき場

等は階段の直下に設けてはならない。ただし、その

炊事場、火たき場等の壁及び天井の室内に面する部

分並びにその階段の下面の仕上げを不燃材料でし、

かつ、その下地を不燃材料で造ったものについて

は、この限りでない。 

第10条 病院、診療所、マーケット、待合、料理店、

飲食店、ホテル、旅館、簡易宿所、共同住宅、寄宿

舎、下宿、長屋又は児童福祉施設等の用途に供する

木造建築物等（法第23条に規定する木造建築物等を

いう。以下同じ。）（耐火建築物及び準耐火建築物

を除く。）にあっては、火を使用する炊事場、火た

き場等は階段の直下に設けてはならない。ただし、

その炊事場、火たき場等の壁及び天井の室内に面す

る部分並びにその階段の下面の仕上げを不燃材料

でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったものにつ

いては、この限りでない。 

第２節 削除 第２節 削除 

第11条から第17条まで 削除 第11条から第17条まで 削除 

第３節 学校 第３節 学校 

（教室等の設置の禁止） （教室等の設置の禁止） 

第18条 小学校の用途に供する建築物にあってはその

５階以上の階に、特別支援学校の用途に供する建築

物にあってはその４階以上の階に教室その他児童

又は生徒が使用する居室を設けてはならない。ただ

第18条 小学校の用途に供する建築物にあってはその

５階以上の階に、特別支援学校の用途に供する建築

物にあってはその４階以上の階に教室その他児童

又は生徒が使用する居室を設けてはならない。ただ



5 

 改正後 改正前 

し、小学校にあっては市長がその規模、構造若しく

は配置又は周囲の状況により安全上及び防火上支

障がないと認めて許可した場合においては、この限

りでない。 

し、小学校にあっては市長がその規模、構造若しく

は配置又は周囲の状況により安全上及び防火上支

障がないと認めて許可した場合においては、この限

りでない。 

（教室等の出口） （教室等の出口） 

第19条 前条に規定する学校、中学校、中等教育学校

（前期課程に限る。以下同じ。）、幼稚園又は幼保

連携型認定こども園の用途に供する木造建築物等

（耐火建築物、準耐火建築物及び法第２７条第１項の

規定に適合する特殊建築物を除く。）の教室その他

幼児、児童又は生徒が使用する居室で、床面積が30

平方メートルを超えるものにあっては、廊下、階段、

広間の類、屋外等に直接通ずる２以上の出口を設け

なければならない。 

第19条 前条に規定する学校、中学校、中等教育学校

（前期課程に限る。以下同じ。）又は幼稚園の用途

に供する木造建築物等（耐火建築物及び準耐火建築

物を除く。）の教室その他幼児、児童又は生徒が使

用する居室で、床面積が30平方メートルを超えるも

のにあっては、廊下、階段、広間の類、屋外等に直

接通ずる２以上の出口を設けなければならない。 

（校舎と隣地境界線との距離） （校舎と隣地境界線との距離） 

第20条 第18条に規定する学校、中学校、中等教育学

校、幼稚園、幼保連携型認定こども園又はその他の

学校（教室の床面積の合計が300平方メートルを超

えるものに限る。）の用途に供する木造建築物等（耐

火建築物、準耐火建築物及び法第２７条第１項の規定

に適合する特殊建築物を除く。）にあっては、その

主要な建築物の外壁と隣地境界線との距離は、３メ

ートル以上としなければならない。ただし、市長が

周囲の状況又はその規模、構造若しくは配置により

避難上及び防火上支障がないと認めて許可した場

合は、この限りでない。 

第20条 第18条に規定する学校、中学校、中等教育学

校、幼稚園又はその他の学校（教室の床面積の合計

が300平方メートルを超えるものに限る。）の用途

に供する木造建築物等（耐火建築物及び準耐火建築

物を除く。）にあっては、その主要な建築物の外壁

と隣地境界線との距離は、３メートル以上としなけ

ればならない。ただし、市長が周囲の状況又はその

規模、構造若しくは配置により避難上及び防火上支

障がないと認めて許可した場合は、この限りでな

い。 

第４節 共同住宅、寄宿舎、下宿、児童福祉施

設等及び長屋 

第４節 共同住宅、寄宿舎、下宿、児童福祉施

設等及び長屋 

（主要な屋外への出口） （主要な屋外への出口） 

第21条 共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋（以下この

条において「共同住宅等」という。）の用途に供す

る建築物の避難階における主要な屋外への出口（屋

外階段を含む。以下この節において「出口等」とい

う。）は、道路に面して設けなければならない。た

だし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、安全上

支障がない場合は、この限りでない。 

第21条 共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋（以下この

条において「共同住宅等」という。）の用途に供す

る建築物の避難階における主要な屋外への出口（屋

外階段を含む。以下この節において「出口等」とい

う。）は、道路に面して設けなければならない。た

だし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、安全上

支障がない場合は、この限りでない。 

(１) 出口等の前面に道路に避難上有効に通ずる敷地

内の通路で、その通路に面して出口等を有する共同

住宅等の用途に供する部分の床面積の合計に応じ、

次の表に定める幅員以上のものを設けた場合 

(１) 出口等の前面に道路に避難上有効に通ずる敷地

内の通路で、その通路に面して出口等を有する共同

住宅等の用途に供する部分の床面積の合計に応じ、

次の表に定める幅員以上のものを設けた場合 

 共同住宅等の用途に供する部分

の床面積の合計 

幅員  共同住宅等の用途に供する部分

の床面積の合計 

幅員 
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 改正後 改正前 

 200平方メートル以内のもの 1.5メートル  200平方メートル以内のもの 1.5メートル 

 200平方メートルを超え、300平

方メートル以内のもの 

2.0メートル  200平方メートルを超え、300平

方メートル以内のもの 

2.0メートル 

 300平方メートルを超え、600平

方メートル以内のもの 

2.5メートル  300平方メートルを超え、600平

方メートル以内のもの 

2.5メートル 

 600平方メートルを超えるもの 3.0メートル  600平方メートルを超えるもの 3.0メートル 

(２) 耐火建築物又は法第２７条第１項の規定に適合す

る特殊建築物（令第１１０条第２号に掲げる基準に適合

するものに限る。）で、出口等の前面に道路に避難上有

効に通ずる幅員1.5メートル以上の敷地内の通路を

設けた場合 

(２) 耐火建築物で、出口等の前面に道路に避難上有

効に通ずる幅員1.5メートル以上の敷地内の通路を

設けた場合 

(３) 出口等の周囲に公園、広場その他の空地がある

場合 

(３) 出口等の周囲に公園、広場その他の空地がある

場合 

（出口等の前面空地） 

第22条 共同住宅、寄宿舎、下宿又は児童福祉施設等

の用途に供する建築物の出口等は、当該出口等を使

用するその用途に供する部分の床面積の合計が200

平方メートルを超える建築物においては、道路境界

線（車道と歩道とが区分されている場合にあって

は、その車道と歩道との境界線を道路境界線とみな

す。以下この条において同じ。）から１メートル以

上後退して設けなければならない。ただし、出口等

から道路境界線に至る歩行距離が、１メートル以上

確保できる空地を設けた場合においては、この限り

でない。 

（出口等の前面空地） 

第22条 共同住宅、寄宿舎、下宿又は児童福祉施設等

の用途に供する建築物の出口等は、当該出口等を使

用するその用途に供する部分の床面積の合計が200

平方メートルを超える建築物においては、道路境界

線（車道と歩道とが区分されている場合にあって

は、その車道と歩道との境界線を道路境界線とみな

す。以下この条において同じ。）から１メートル以

上後退して設けなければならない。ただし、出口等

から道路境界線に至る歩行距離が、１メートル以上

確保できる空地を設けた場合においては、この限り

でない。 

（設置の禁止） （設置の禁止） 

第23条 共同住宅、寄宿舎、下宿、児童福祉施設等又

は長屋の用途に供する部分で、その床面積の合計が

100平方メートルを超えるものは、次の各号のいず

れかに掲げる建築物で、当該各号に掲げる建築物の

部分の主要構造部が１時間準耐火基準に適合する

準耐火構造でないものの上階に設けてはならない。 

第23条 共同住宅、寄宿舎、下宿、児童福祉施設等又

は長屋の用途に供する部分で、その床面積の合計が

100平方メートルを超えるものは、次の各号のいず

れかに掲げる建築物で、当該各号に掲げる建築物の

部分の主要構造部が令第１１５条の２の２第１項

第１号に掲げる基準に適合する準耐火構造でない

ものの上階に設けてはならない。 

(１) 劇場、映画館、演芸場、観覧場若しくはマーケ

ットの用途に供する建築物又は法別表第２（と）項

第４号に掲げる建築物 

(１) 劇場、映画館、演芸場、観覧場若しくはマーケ

ットの用途に供する建築物又は法別表第２（と）項

第４号に掲げる建築物 

(２) 公会堂、集会場、展示場、キャバレー、ナイト

クラブ、ダンスホール、遊技場又は倉庫（金属、ガ

ラスその他これらに類する不燃物を貯蔵するもの

を除く。）の用途に供する建築物で、その用途に供

する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え

るもの 

(２) 公会堂、集会場、展示場、キャバレー、ナイト

クラブ、ダンスホール、遊技場又は倉庫（金属、ガ

ラスその他これらに類する不燃物を貯蔵するもの

を除く。）の用途に供する建築物で、その用途に供

する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え

るもの 
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 改正後 改正前 

（外壁及び軒裏の構造） （外壁及び軒裏の構造） 

第24条 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建

築物で、階数が２以上であり、かつ、その用途に供

する部分の床面積の合計が200平方メートルを超え

るものは、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある

部分を防火構造としなければならない。 

第24条 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建

築物で、階数が２以上であり、かつ、その用途に供

する部分の床面積の合計が200平方メートルを超え

るものは、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある

部分を防火構造としなければならない。 

（階段の幅） （階段の幅） 

第26条 共同住宅、寄宿舎、下宿又は児童福祉施設等

の用途に供する木造建築物等（耐火建築物、準耐火

建築物及び法第２７条第１項の規定に適合する特殊建

築物を除く。）の避難階以外の階で、その用途に供

する居室の床面積の合計が100平方メートルを超え

る階における共用の廊下から避難階又は地上に通

ずる階段は、その１以上を幅90センチメートル（屋

外に設けるものにあっては幅75センチメートル）以

上としなければならない。 

第26条 共同住宅、寄宿舎、下宿又は児童福祉施設等

の用途に供する木造建築物等（耐火建築物及び準耐

火建築物を除く。）の避難階以外の階で、その用途

に供する居室の床面積の合計が100平方メートルを

超える階における共用の廊下から避難階又は地上

に通ずる階段は、その１以上を幅90センチメートル

（屋外に設けるものにあっては幅75センチメート

ル）以上としなければならない。 

２ 建築物が開口部のない準耐火構造の床又は壁で区

画されている場合における前項の規定の適用につ

いては、その区画された部分は、それぞれ別の建築

物とみなす。 

２ 建築物が開口部のない準耐火構造の床又は壁で区

画されている場合における前項の規定の適用につ

いては、その区画された部分は、それぞれ別の建築

物とみなす。 

第27条～第28条 略 第27条～第28条 略 

第５節 ホテル、旅館、簡易宿所、病院及び診

療所 

第５節 ホテル、旅館、簡易宿所、病院及び診

療所 

（設置の禁止） （設置の禁止） 

第29条 ホテル、旅館、簡易宿所、病院又は診療所（以

下この節において「ホテル等」という。）の用途に

供する部分で、その床面積の合計が100平方メート

ルを超えるものは、次の各号のいずれかに掲げる建

築物で、当該各号に掲げる建築物の部分の主要構造

部が１時間準耐火基準に適合する準耐火構造でな

いものの上階に設けてはならない。 

第29条 ホテル、旅館、簡易宿所、病院又は診療所（以

下この節において「ホテル等」という。）の用途に

供する部分で、その床面積の合計が100平方メート

ルを超えるものは、次の各号のいずれかに掲げる建

築物で、当該各号に掲げる建築物の部分の主要構造

部が令第１１５条の２の２第１項第１号に掲げる

基準に適合する準耐火構造でないものの上階に設

けてはならない。 

(１) 劇場、映画館、演芸場、観覧場若しくはマーケ

ットの用途に供する建築物又は法別表第２（と）項

第４号に掲げる建築物 

(１) 劇場、映画館、演芸場、観覧場若しくはマーケ

ットの用途に供する建築物又は法別表第２（と）項

第４号に掲げる建築物 

(２) 公会堂、集会場、展示場、キャバレー、ナイト

クラブ、ダンスホール、遊技場又は倉庫（金属、ガ

ラスその他これらに類する不燃物を貯蔵するもの

を除く。）の用途に供する建築物で、その用途に供

する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え

るもの 

(２) 公会堂、集会場、展示場、キャバレー、ナイト

クラブ、ダンスホール、遊技場又は倉庫（金属、ガ

ラスその他これらに類する不燃物を貯蔵するもの

を除く。）の用途に供する建築物で、その用途に供

する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え

るもの 
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 改正後 改正前 

（構造） （構造） 

第30条 ホテル等の用途に供する建築物で、２階にお

けるその用途に供する部分の床面積の合計が400平

方メートル以上のものは、耐火建築物又は法第２７条

第１項の規定に適合する特殊建築物（令第１１０条第２

号に掲げる基準に適合するものに限る。）としなけれ

ばならない。 

第30条 ホテル等の用途に供する建築物で、２階にお

けるその用途に供する部分の床面積の合計が400平

方メートル以上のものは、耐火建築物としなければ

ならない。 

２ ３階以上の階を簡易宿所の用途に供する建築物

は、耐火建築物としなければならない。 

２ ３階以上の階を簡易宿所の用途に供する建築物

は、耐火建築物としなければならない。 

３ ホテル等の用途に供する建築物で、階数が２であ

り、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が

200平方メートルを超えるものは、その外壁及び軒

裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなけ

ればならない。 

３ ホテル等の用途に供する建築物で、階数が２であ

り、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が

200平方メートルを超えるものは、その外壁及び軒

裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなけ

ればならない。 

４ 建築物の一部が第１項又は第２項に該当する場合

においては令第112条第13項の規定を、前項に該当

する場合においては令第112条第12項の規定をそれ

ぞれ準用する。 

４ 建築物の一部が第１項又は第２項に該当する場合

においては令第112条第13項の規定を、前項に該当

する場合においては令第112条第12項の規定をそれ

ぞれ準用する。 

第31条～第32条 略 第31条～第32条 略 

（棚状寝所を有するホテル、旅館及び簡易宿所の構造） （棚状寝所を有するホテル、旅館及び簡易宿所の構造） 

第32条 ホテル、旅館及び簡易宿所の用途に供する建

築物において棚状寝所を有する宿泊室の床面積の

合計が150平方メートルを超えるものは、耐火建築

物又は法第２７条第１項の規定に適合する特殊建築物

（令第１１０条第２号に掲げる基準に適合するものに限

る。）としなければならない。 

第32条 ホテル、旅館及び簡易宿所の用途に供する建

築物において棚状寝所を有する宿泊室の床面積の

合計が150平方メートルを超えるものは、耐火建築

物としなければならない。 

２ ホテル、旅館又は簡易宿所の用途に供する木造建

築物等においては、２階に床面積の合計が75平方メ

ートルを超える棚状寝所を有する宿泊室を設けて

はならない。 

２ ホテル、旅館又は簡易宿所の用途に供する木造建

築物等においては、２階に床面積の合計が75平方メ

ートルを超える棚状寝所を有する宿泊室を設けて

はならない。 

（棚状寝所の宿泊室） （棚状寝所の宿泊室） 

第33条～第38条 略 第33条～第38条 略 

（マーケットの売場に附属する住戸） （マーケットの売場に附属する住戸） 

第39条 マーケットの用途に供する木造建築物等（耐

火建築物、準耐火建築物及び法第２７条第１項の規定

に適合する特殊建築物を除く。）に住戸を設ける場

合においては、次に定めるところによらなければな

らない。 

第39条 マーケットの用途に供する木造建築物等（耐

火建築物及び準耐火建築物を除く。）に住戸を設け

る場合においては、次に定めるところによらなけれ

ばならない。 

(１) それぞれの住戸は、屋外に直接面すること。 (１) それぞれの住戸は、屋外に直接面すること。 

(２) ２階以上に設ける住戸を背合せとしないこと。 (２) ２階以上に設ける住戸を背合せとしないこと。 

(３) 各戸専用の屋外に通ずる出口を設けること。 (３) 各戸専用の屋外に通ずる出口を設けること。 

２ マーケットの用途に供する建築物の住戸について ２ マーケットの用途に供する建築物の住戸について
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 改正後 改正前 

は、その部分を共同住宅の用途に供する建築物とみ

なして、第21条、第23条及び第27条の規定を準用す

る。 

は、その部分を共同住宅の用途に供する建築物とみ

なして、第21条、第23条及び第27条の規定を準用す

る。 

第40条～第46条 略 第40条～第46条 略 

（構造） （構造） 

第47条 興行場等の用途に供する建築物の客用の階段

は、次に定める構造としなければならない。 

第47条 興行場等の用途に供する建築物の客用の階段

は、次に定める構造としなければならない。 

(１) 各階における客用の階段の幅は、1.4メートル以

上とし、その幅の合計は、その直上階以上の階（地

階にあっては、当該階以下の階）のうちその階段に

通ずる客席の床面積が最大の階における客席の床

面積の合計10平方メートルにつき17センチメート

ルの割合で計算した数値以上であること。ただし、

客席のいすが床に固定されている場合における当

該幅の合計は、そのいす（長いすにあっては、その

長いすの幅を40センチメートルで除した数値（小数

点以下の端数があるときは、これを切り上げる。）

を１席とする。）の席数の合計に0.8センチメート

ルを乗じて得た数値以上とすることができる。 

(１) 各階における客用の階段の幅は、1.4メートル以

上とし、その幅の合計は、その直上階以上の階（地

階にあっては、当該階以下の階）のうちその階段に

通ずる客席の床面積が最大の階における客席の床

面積の合計10平方メートルにつき17センチメート

ルの割合で計算した数値以上であること。ただし、

客席のいすが床に固定されている場合における当

該幅の合計は、そのいす（長いすにあっては、その

長いすの幅を40センチメートルで除した数値（小数

点以下の端数があるときは、これを切り上げる。）

を１席とする。）の席数の合計に0.8センチメート

ルを乗じて得た数値以上とすることができる。 

(２) 回り段を設けないこと。 (２) 回り段を設けないこと。 

(３) 次項の規定により屋上広場を設けた場合にあっ

ては、客席を有する当該階及び屋上広場に通ずる２

以上の直通階段を設けること。 

(３) 次項の規定により屋上広場を設けた場合にあっ

ては、客席を有する当該階及び屋上広場に通ずる２

以上の直通階段を設けること。 

(４) 主階が避難階以外の階にある興行場等の客用の

階段は、これを令第123条の規定による避難階段又

は特別避難階段とすること。 

(４) 主階が避難階以外の階にある興行場等の客用の

階段は、これを令第123条の規定による避難階段又

は特別避難階段とすること。 

２ 主階を５階以上の階に設ける興行場等の用途に供

する建築物で、その５階以上の階の客席の床面積の

合計が200平方メートルを超えるものについては、

次に定める屋上広場を設けなければならない。 

２ 主階を５階以上の階に設ける興行場等の用途に供

する建築物で、その５階以上の階の客席の床面積の

合計が200平方メートルを超えるものについては、

次に定める屋上広場を設けなければならない。 

(１) 屋上広場の面積は、５階以上の階のうち床面積

（興行場等の用途に供する部分に限る。）が最大の

階における床面積の４分の１以上とすること。 

(１) 屋上広場の面積は、５階以上の階のうち床面積

（興行場等の用途に供する部分に限る。）が最大の

階における床面積の４分の１以上とすること。 

(２) 屋上広場には、避難上障害となるような工作物、

建築設備その他これらに類するものを設けないこ

と。 

(２) 屋上広場には、避難上障害となるような工作物、

建築設備その他これらに類するものを設けないこ

と。 

３ 観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するも

のの用途に供する建築物で、その用途に供する主階

が避難階以外の階にあるものについては、耐火建築

物又は法第２７条第１項の規定に適合する特殊建築物

（令第１１０条第２号に掲げる基準に適合するものに限

る。）としなければならない。 

３ 観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するも

のの用途に供する建築物で、その用途に供する主階

が避難階以外の階にあるものについては、耐火建築

物としなければならない。 
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 改正後 改正前 

４ 興行場等の用途に供する建築物で、地階に客席を

設けるものについては、客席の床面積の合計を200

平方メートル以下としなければならない。 

４ 興行場等の用途に供する建築物で、地階に客席を

設けるものについては、客席の床面積の合計を200

平方メートル以下としなければならない。 

第48条～第54条 略 第48条～第54条 略 

（耐火構造等） （耐火構造等） 

第55条 建築物の一部を自動車車庫又は自動車修理工

場の用途に供する場合で、その用途に供する部分が

次の各号のいずれかに該当するときは、その用途に

供する部分の主要構造部を１時間準耐火基準に適

合する準耐火構造としなければならない。 

第55条 建築物の一部を自動車車庫又は自動車修理工

場の用途に供する場合で、その用途に供する部分が

次の各号のいずれかに該当するときは、その用途に

供する部分の主要構造部を令第１１５条の２の２

第１項第１号に掲げる基準に適合する準耐火構造

としなければならない。 

(１) その用途に供する部分の上に２以上の階がある

とき。 

(１) その用途に供する部分の上に２以上の階がある

とき。 

(２) その用途に供する部分の直上階の床面積が100

平方メートルを超えるとき。 

(２) その用途に供する部分の直上階の床面積が100

平方メートルを超えるとき。 

(３) その用途に供する部分が避難階以外の階にある

とき。 

(３) その用途に供する部分が避難階以外の階にある

とき。 

第56条 略 第56条 略 

（他の用途に供する部分との区画） （他の用途に供する部分との区画） 

第57条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供す

る部分と他の用途に供する部分との区画は、次に定

めるところによらなければならない。ただし、消防

用自動車の車庫の用途に供する部分については、こ

の限りでない。 

第57条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供す

る部分と他の用途に供する部分との区画は、次に定

めるところによらなければならない。ただし、消防

用自動車の車庫の用途に供する部分については、こ

の限りでない。 

(１) 第55条の規定により自動車車庫及び自動車修理

工場の用途に供する部分の主要構造部を１時間準

耐火基準に適合する準耐火構造としなければなら

ないものにあっては、界壁を同号に掲げる基準に適

合する準耐火構造とし、その開口部には特定防火設

備を設け、その他のものにあっては、界壁を準耐火

構造とし、その開口部には法第２条第９号の２ロに

規定する防火設備を設けること。 

(１) 第55条の規定により自動車車庫及び自動車修理

工場の用途に供する部分の主要構造部を令第１１

５条の２の２第１項第１号に掲げる基準に適合す

る準耐火構造としなければならないものにあって

は、界壁を同号に掲げる基準に適合する準耐火構造

とし、その開口部には特定防火設備を設け、その他

のものにあっては、界壁を準耐火構造とし、その開

口部には法第２条第９号の２ロに規定する防火設

備を設けること。 

(２) 床及び天井には、特殊な用途に供するものでや

むを得ないもののほか、開口部を設けないこと。 

(２) 床及び天井には、特殊な用途に供するものでや

むを得ないもののほか、開口部を設けないこと。 

(３) 他の用途に供する部分のために設ける避難用の

出口は、自動車車庫又は自動車修理工場の内部に設

けないこと。 

(３) 他の用途に供する部分のために設ける避難用の

出口は、自動車車庫又は自動車修理工場の内部に設

けないこと。 

(４) 第１号に規定する開口部に設ける法第２条第９

号の２ロに規定する防火設備の構造は、令第112条

第14項の規定を準用する。 

(４) 第１号に規定する開口部に設ける法第２条第９

号の２ロに規定する防火設備の構造は、令第112条

第14項の規定を準用する。 

（避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する制限 （避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する制限
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の緩和） の緩和） 

第61条の２ 令第129条の２第１項の規定に該当する

建築物の階については、第25条（児童福祉施設等を

除く。）、第31条第１項（診療所を除く。）、第35

条第４項（主要な屋内の通路の幅に限る。）、第44

条第５項、第45条第１号又は第46条第１項から第３

項まで若しくは第４項第１号の規定は、適用しない。 

第61条の２ 令第129条の２第１項の規定に該当する

建築物の階については、第25条（児童福祉施設等を

除く。）、第31条第１項（診療所を除く。）、第35

条第４項（主要な屋内の通路の幅に限る。）、第44

条第５項、第45条第１号又は第46条第１項から第３

項まで若しくは第４項第１号の規定は、適用しない。 

（避難上の安全の検証を行う建築物に対する制限の緩

和） 

（避難上の安全の検証を行う建築物に対する制限の緩

和） 

第61条の３ 令第129条の２の２第１項の規定に該当

する建築物については、第25条（児童福祉施設等を

除く。）、第30条第４項、第31条第１項（診療所を

除く。）、第35条第１項、第３項若しくは第４項（主

要な屋内の通路の幅に限る。）、第38条第１号、第

41条第１項若しくは第３項、第44条第５項、第45条

第１号、第46条第１項から第３項まで若しくは第４

項第１号、第47条第１項第１号（客用の階段の幅の

合計に限る。）若しくは第４号、第２項若しくは第

４項又は第57条の規定は、適用しない。 

第61条の３ 令第129条の２の２第１項の規定に該当

する建築物については、第25条（児童福祉施設等を

除く。）、第30条第４項、第31条第１項（診療所を

除く。）、第35条第１項、第３項若しくは第４項（主

要な屋内の通路の幅に限る。）、第38条第１号、第

41条第１項若しくは第３項、第44条第５項、第45条

第１号、第46条第１項から第３項まで若しくは第４

項第１号、第47条第１項第１号（客用の階段の幅の

合計に限る。）若しくは第４号、第２項若しくは第

４項又は第57条の規定は、適用しない。 

（特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物に対す

る制限の緩和） 

第61条の４ 法第３８条の規定に該当する建築物につ

いては、第４条、第５条第１項若しくは第３項、第

９条、第１０条、第１８条から第２０条まで、第２

１条（第３９条第２項において準用する場合を含

む。）、第２２条、第２３条（第３９条第２項にお

いて準用する場合を含む。）、第２４条、第２５条、

第２６条第１項、第２７条（第３９条第２項におい

て準用する場合を含む。）、第２８条から第３３条

まで、第３５条から第３８条まで、第３９条第１項、

第４１条、第４２条第１項若しくは第３項、第４３

条、第４４条（第４項を除く。）、第４５条、第４

６条（第２項を除く。）、第４７条、第４９条、第

５０条、第５４条第１項若しくは第２項、第５５条

から第５７条まで又は第５章の規定は、市長がその

構造方法又は建築材料がこれらの規定に適合する

ものと同等以上の効力があると認めた場合におい

ては、適用しない。 

第７章 罰則 第７章 罰則 

（罰則） （罰則） 

第65条 第４条、第５条第１項、第６条第１項若しく

は第２項、第８条から第10条まで、第18条から第20

第65条 第４条、第５条第１項、第６条第１項若しく

は第２項、第８条から第10条まで、第18条から第20
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条まで、第21条（第39条第２項において準用する場

合を含む。）、第22条、第23条（第39条第２項にお

いて準用する場合を含む。）、第24条、第25条、第

26条第１項、第27条（第39条第２項において準用す

る場合を含む。）、第29条から第33条まで、第34条

第１項、第35条から第38条まで、第39条第１項、第

40条第１項、第41条、第42条第１項若しくは第３項、

第43条、第44条（第４項を除く。）、第45条、第46

条（第２項を除く。）、第47条、第49条、第50条、

第51条第１項、第52条、第54条第１項若しくは第２

項、第55条から第57条まで又は第５章の規定に違反

した場合における当該建築物、工作物又は建築設備

の設計者（設計図書に記載された認定建築材料等

（型式適合認定に係る型式の建築材料若しくは建

築物の部分、構造方法等の認定に係る構造方法を用

いる建築物の部分若しくは建築材料又は第６１条

の４の規定による認定に係る特殊の構造方法を用

いる建築物の部分若しくは特殊の建築材料をいう。

以下同じ。）の全部又は一部として当該認定建築材

料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物

の部分を引き渡した場合においては当該建築材料

又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用い

ないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工

事を施工した場合（設計図書に記載された認定建築

材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き

渡された場合において、当該建築材料又は建築物の

部分を使用して工事を施工した場合を除く。）にお

いては当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工

者）は、500,000円以下の罰金に処する。 

条まで、第21条（第39条第２項において準用する場

合を含む。）、第22条、第23条（第39条第２項にお

いて準用する場合を含む。）、第24条、第25条、第

26条第１項、第27条（第39条第２項において準用す

る場合を含む。）、第29条から第33条まで、第34条

第１項、第35条から第38条まで、第39条第１項、第

40条第１項、第41条、第42条第１項若しくは第３項、

第43条、第44条（第４項を除く。）、第45条、第46

条（第２項を除く。）、第47条、第49条、第50条、

第51条第１項、第52条、第54条第１項若しくは第２

項、第55条から第57条まで又は第５章の規定に違反

した場合における当該建築物、工作物又は建築設備

の設計者（ 

設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に

従わないで工事を施工した場合 

においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事

施工者）は、500,000円以下の罰金に処する。 

２ 前項に規定する違反があった場合において、その

違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置

者の故意によるものであるときは、当該設計者又は

工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築

造主又は建築設備の設置者に対して同項の罰金刑

を科する。 

２ 前項に規定する違反があった場合において、その

違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置

者の故意によるものであるときは、当該設計者又は

工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築

造主又は建築設備の設置者に対して同項の罰金刑

を科する。 

３ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用

人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し

て、前２項の違反行為をした場合においては、その

行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第１

項の罰金刑を科する。 

３ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用

人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し

て、前２項の違反行為をした場合においては、その

行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第１

項の罰金刑を科する。 

附 則 
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 改正後 改正前 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第

６条の２及び第６５条の改正規定並びに次項の規定

は、平成２７年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 前項ただし書に規定する規定の施行前にした行為

に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 
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川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例の一部を改正する条例 

新旧対照表 

 改正後 改正前 

○川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する

条例 

○川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する

条例 

平成16年６月24日条例第27号 平成16年６月24日条例第27号 

（用語の意義） （用語の意義） 

第２条 略 第２条 略 

２ この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

２ この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(１) 斜面地建築物 次のいずれかに掲げる建

築物をいう。 

(１) 斜面地建築物 次のいずれかに掲げる建

築物をいう。 

ア 周囲の地面と接する位置の高低差が３メー

トルを超える共同住宅、長屋又は老人ホーム、

福祉ホームその他これらに類するもの（以下こ

の号において「老人ホーム等」という。）の用

途に供する建築物で、当該用途に供する部分を

地階に有するもの 

ア 周囲の地面と接する位置の高低差が３メー

トルを超える共同住宅又は長屋の用途に供す

る建築物で、当該用途に供する部分を地階に有

するもの 

イ 敷地内の地面の高低差が５メートルを超え

る敷地に建築する共同住宅、長屋又は老人ホー

ム等の用途に供する建築物で、当該用途に供す

る部分を地階に有するもの 

イ 敷地内の地面の高低差が５メートルを超え

る敷地に建築する共同住宅又は長屋の用途に

供する建築物で、当該用途に供する部分を地階

に有するもの 

(２) 略 (２)  略 

(３) 略 (３)  略 

２ 略 ２ 略 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年９月１日から施行する。

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前において、建築基準法（昭

和２５年法律第２０１号）第６条第１項若しくは第

６条の２第１項に規定する確認の申請又は同法第

１８条第２項に規定する計画の通知を行ったもの、

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条

第１項に規定する許可の申請を行ったもの、川崎市

建築行為及び開発行為に関する総合調整条例（平成

１５年川崎市条例第２９号）第１７条第１項に規定

する説明報告書の提出を行ったもの、川崎市環境影

響評価に関する条例（平成１１年川崎市条例第４８

号）第１１条又は第１９条の規定による公告を行っ

参考資料２
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 改正後 改正前 

たものその他川崎市斜面地建築物の建築の制限等

に関する条例附則第２項に規定する規則で定める

ものに係る斜面地対象行為（同条例第２条第２項第

２号に規定する斜面地対象行為をいう。以下同じ。）

（この条例による改正後の川崎市斜面地建築物の

建築の制限等に関する条例第２条第２項第１号に

規定する老人ホーム、福祉ホームその他これらに類

するものの用途に供する建築物であって、同号の斜

面地建築物に該当するものに係る斜面地対象行為

に限る。）については、同条例第４条から第１２条

までの規定は適用しない。


